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令和 3 年度税制改正大綱のお知らせ（法人税） 

前回のひょうご Times では、令和 3 年度税制改正大綱で閣議決定された項目の中から、所得税・
資産税・消費税についてお知らせしました。今回は中小企業経営者の皆様に知って頂きたいポイント
を、いくつかピックアップして確認していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

上記の税制の要件や内容は、全て「青色申告」の「中小企業者等」を前提としています。適用要件等の詳細をご確認の上、
参考にして頂けますと幸いです。 

※内容に関するお問合せ・ご相談はひょうご税理士法人までお願いします。（担当：新宅） 

                     
経営革新等支援機関 ひょうご税理士法人  Vol.128 

塚口本店：尼崎市南塚口町 2-6-27 /TEL06-6429-1301 
塚口支店：尼崎市南塚口町 2-12-18 /TEL06-6940-6421 
川西支店：川西市栄根 2-6-37    /TEL072-767-7770 
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◆中小企業設備投資税制の延長等 

【主な変更点】 
Ü中小企業経営強化税制Ü 

 適用期限が 2 年間(※)延長 
(※)令和 5 年 3 月 31 日までに開始する各事業年度 

 適用の前提となる計画認定手続が柔軟化 
例）工業会の証明書取得と同時並行で、 
認定審査が可能に！ 

Ü中小企業投資促進税制Ü 
 適用期限が 2 年間(※)延長 

(※)令和 5 年 3 月 31 日までに開始する各事業年度 

 商業、サービス業、農林水産業活性化税制を 
取り込み、制度を一本化 

 不動産業、物品賃貸業、商店街振興組合等の 
業種を追加 

 
◆中小企業向け所得拡大促進税制の見直しと延長 

【背景】新型コロナウイルスの影響により雇用環境が悪化する中、雇用を増やすことにより所得拡大を図る企業を評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

◆人材確保等促進税制の見直しと延長 

【背景】ウィズコロナ、ポストコロナを見据えた企業の経営改革実現のため、外部人材確保や人材育成への投資を促進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行 改正案

適用時期 　令和3年3月31日までに開始する各事業年度 　令和5年3月31日までに開始する各事業年度

適用要件
　①雇用者給与等支給額が前期を上回ること
　②継続雇用者給与等支給額が前年比1.5％以上増加

　①廃止
　②雇用者給与等支給額が前年比1.5％以上増加

税額控除

　①継続雇用者給与等支給額が前年比2.5％以上増加 　①雇用者給与等支給額が前年比2.5％以上増加

控除上乗率

控除上限

雇用者給与等支給額の前期からの増加額の15％

　②下記のいずれかを満たす場合
　　イ 教育訓練費が前年度より10％以上増加
　　ロ 当期末までに経営力向上計画の認定を受け、経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたこと

税額控除上乗せ

法人税額の20％

控除率10％上乗せ（　15％　→　25％　）

経済産業省 HP 参照 

URL:https://www.hyogo-houjin.or.jp/ 

 
facebook  https://www.facebook.com/hyogo.zeirishi

現行（中堅・大企業向け賃上げ税制） 改正案（人材確保等促進税制）

適用時期 　令和3年3月31日までに開始する各事業年度 　令和5年3月31日までに開始する各事業年度

適用要件
　①継続雇用者給与等支給額が前年より3％以上増加
　　　　　　　　かつ
　②国内設備投資額が減価償却費の95％以上

新規雇用者（新卒・中途）給与等支給額(※)が前年度
より2％以上増加
(※)雇用者給与等支給額の増加額が上限

税額控除 雇用者給与等支給額の前期からの増加額の15％ 控除対象新規雇用者給与等支給額の15％を税額控除

税額控除上乗せ 教育訓練費が過去2年度平均より20％以上増加 教育訓練費が前年度より20％以上増加

控除上乗率

控除上限

控除率5％上乗せ（　15％　→　20％　）

法人税額の20％


